
議案第２号  

 

 

平塚市教育会館の設置及び管理等に関する条例施行規則を廃止する 

規則について 

 

平塚市教育会館の設置及び管理等に関する条例施行規則を廃止する規則につ

いて、別紙のとおり定めるものとする。 

 

 

 

令和７年４月２２日提出 

 

 

平塚市教育委員会       

 教育長  吉 野 雅 裕  

 



 



   平塚市教育会館の設置及び管理等に関する条例施行規則を廃止する規則（案） 

 平塚市教育会館の設置及び管理等に関する条例施行規則（昭和５５年教育委員会規則第

６号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



 



   平塚市教育会館の設置及び管理等に関する条例施行規則の廃止要旨 

 平塚市教育会館の設置及び管理等に関する条例の廃止に伴い、この規則を廃止する。 


